
 

 

 

 

 

 

 

 

①  規則正しい生活習慣を身につけよう！（挨拶、身だしなみも含めて） 

②  生徒会活動、部活動に積極的に参加しよう。（可能性を広げよう） 

③  ルール・時間を守ろう（誰もが安全で安心できる学校を目指す） 

 

 

 

 

 いよいよ、新年度の平成 29 年度が               始まりました。明日行われる入学式で

は 73 名の入学が予定されています。             今年度は、各学年 2 クラス制が完成年度

となります。これまで以上に学校が               一丸となり、みんなで石川高校を盛り上

げていきましょう。これまで以上に               生徒の皆さんがよりよい学校生活を送れ

ることを目的として、一部校則が変更になりました。生徒手帳にも記載されていますのでよく確認して下さい。

詳しい変更点については下記の通りです。 

 

アルバイト届けを変更します！ 

これまで、アルバイトを行うときに、「アルバイト届」を提出していましたが、今年度から「アルバイト許

可願」に変更します。これまでの届出制から許可制に変わります。許可を受ける際に、担任、学年の先生、生

徒指導部長までの捺印が必要でしたが、これからは、さらに教頭先生及び校長先生の捺印が必要になります。

許可を受ける際の身だしなみや入室マナーに注意して許可申請にあたっての指導を受けましょう。 

 

女子生徒のタイツに関するルールが変わります！ 

これまでタイツの着用期間は、11 月から 3 月まででした。しかし、4 月に入っても肌寒い日もあることを考

慮して冬制服期間(4，5 月及び 10 月～3 月)の着用を認めます。また、始業式及び終業式は、これまで学校

指定ソックスの着用を義務づけていましたが、タイツ着用が可能になります。しかし、卒業式などの大きな行

事や先生から指示があった場合は、が国指定ソックスに限定することがあります。 
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連絡！  

（１）登校指導強化週間 1４日（金）～1８日（火） 

（２）対面式･部活動紹介 12 日（水） 部活動編成 1９日（水） 委員会編成 ２１日（金） 

（３）「携帯電話持ち込み許可願い」、「アルバイト許可願」は、年度毎に提出する必要があり

ます。必要な生徒は必ず提出するようにしましょう。 


